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独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（抄）

平成 22 年 12 月 7 日

閣 議 決 定

Ⅰ 独立行政法人の抜本的見直しの背景

独立行政法人は、公共性の高い一定の事業について、国の事前関与を極力なくし、法人の自

律性にゆだねることで業務の効率化を高めることを目指して設計され、平成 13 年に発足した制度

である。政策の「企画」と「執行」を分離し、業務の専門性が高く一般的な行政組織とは別に事業を

遂行することが必要な分野、あるいは運営費交付金制度等により機動的かつ柔軟な事業実施が

求められる分野等について、国からの一定のガバナンスを保持しつつ国から独立した組織体が政

策の執行をつかさどることは、より質の高い行政サービスの提供のために効果的なシステムといえ

る。

しかしながら、独立行政法人制度の発足に当たっては、政府の機能の一部を切り出し効率的に

運営するために設立されたいわゆる「先行独法」と、その後、特殊法人等と行政との関係を再整理

するため、特殊法人等から移行したいわゆる「移行独法」とが併存することとなった。

当時は、それぞれの法人が担う業務の特性や実態はあまり着目されず、新法人の設立や組織

面に議論が集中しがちであった。この結果、①様々な分野で様々な態様の業務を行っている法

人をすべて一律の制度にはめ込むこととなり、また、②移行前の行政組織や特殊法人等における

種々の業務が、十分な検証や整理がなされることなく新法人に引き継がれることになった面は否

定できない。

行政サービスの水準向上を目的に発足した独立行政法人であったが、創設後約 10 年が経過

し、必要のない事業の継続、不要な資産の保有など非効率な業務運営が温存される傾向にある

ことが指摘されているのは、以上のような問題を抱えていたことが大きな要因の一つと考えられる。

政府は、昨年来、事業仕分けの手法を用いて行政全般の刷新を強力に進めてきた。行政刷新

の本旨は、行政本体のみならず独立行政法人など行政に関連する分野も含めた効率化を徹底し、

より高度な行政サービスの提供を実現することにある。その際には、上述したこれまでの独立行政

法人が内包してきた問題を踏まえた対応が不可欠であり、まず①事務・事業等の無駄を洗い出し

た上で、②制度・組織の見直し、とりわけガバナンスの在り方について検討を進めることが重要で

ある。

すなわち、単に組織をどう移行させるか等の観点ではなく、まず、事務・事業自体の徹底的な見

直しを行い、真に必要な事業か、独立行政法人が行うべき事業か等の観点から検証を行うことが

前提である。その上で、独立行政法人が実施主体となることがふさわしいと判断された事業につ

いて、重複等を排除しつつ、いかなる組織体がそれを担うことが適当かとの観点から独立行政法

人組織の再編整理を行うとともに、その事業の目的、特性、財源等を踏まえて、最も適切なガバナ

ンスの仕組みなどの制度設計を検討すべきである。

こうした考え方の下、独立行政法人の抜本改革の第一段階として、その業務の特性等を踏まえ

ながら、すべての独立行政法人の全事務・事業及び全資産を精査し、今般「独立行政法人の事
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務・事業の見直しの基本方針」として講ずべき措置について取りまとめたところである。各法人及

び主務府省においては、本基本方針に沿って自ら事務・事業の改革を着実に推進することが必

要である。

本基本方針の着実な実施とともに、改革の第二段階として、同方針を踏まえた独立行政法人の

制度・組織の見直しの検討を今後進めることとする。

独立行政法人改革は、行政と独立行政法人との関係の再整理を含め、「公」の新しい姿を構築

するための改革である。かかる観点から、政府が一体となってこの改革に積極的に取り組んでいく

こととする。

なお、独立行政法人の抜本的な見直しに当たって、独立行政法人の雇用問題に配慮する。

Ⅱ 事務・事業の見直しについて

独立行政法人のすべての事務・事業について、以下の基本的な考え方に基づき点検作業を進

めてきており、各独立行政法人の事務・事業について講ずべき措置は、別表のとおりである。

（略）

Ⅲ 資産・運営の見直しについて

独立行政法人の資産・運営については、以下の取組を進める。また、各独立行政法人の資産・

運営について個別に講ずべき措置は、別表のとおりである。

（略）

（別表）各独立行政法人について講ずべき措置（抄）

文部科学省 日本芸術文化振興会

【事務・事業の見直し】

事務・事業 講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 芸術文化活動に対する支援
事業の優先度を

踏まえた重点化

自己収入の拡

大

23 年度中に実

施

23 年度中に実

施

事業の優先度を踏まえ、伝統芸能伝承者養成

事業への重点化を行う。

自己収入の拡大を図るため、引き続き寄付金収

入の増加等に取り組む。

02
伝統芸能の公開及び現代舞台芸

術の公演

03
伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸

術の実演家その他の関係者の研修

04
伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査

研究の実施並びに資料の収集及び活用

【資産・運営等の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容

05 制度の見直し
制度の在り方を

検討
22年度から実施

国の負担を増やさない形での事業の充実に向

けて、制度の在り方を検討する。

06 組織体制の整備
運営体制の在り

方の検討

23 年度中に実

施

新国立劇場及び国立劇場おきなわについて、

新国立劇場運営財団及び国立劇場おきなわ運

営財団への委託が実施されているが、法人が

直営する場合との比較を含め、将来の運営体

制についての検討を行い、結論を得る。


